
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
五
十
九
号

厚
生
労
働
省
関
係
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十

九
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
省
関
係
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
別
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
が
そ
の
日
ま
で
に
報
告
書
を
提
出
す
べ
き
日
と

し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
日
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

川
崎

二
郎

厚
生
労
働
省
関
係
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
特
別
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
が
そ
の
日
ま
で
に
報
告
書
を
提
出
す
べ
き
日
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す

る
日

厚
生
労
働
省
関
係
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労

働
大
臣
が
指
定
す
る
日
は
、
特
別
遺
族
年
金
（
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

四
号
）
第
五
十
九
条
第
二
項
の
特
別
遺
族
年
金
を
い
う
。
）
を
支
給
す
べ
き
事
由
に
係
る
死
亡
労
働
者
等
の
生
年
月
日

の
属
す
る
月
が
、
一
月
か
ら
六
月
ま
で
の
月
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
六
月
三
十
日
と
し
、
七
月
か
ら
十
二
月
ま

で
の
月
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
十
月
三
十
一
日
と
す
る
。


